
児童・生徒の就学援助費制度のお知らせ

１．就学援助

経済的な理由によって、お子さんの就学諸費用にお困りの場合、保護者の方に学用品

費や学校給食費などの援助を行っています。

（1）援助を受けることができる方

生活保護は受けていないが、これに準ずる程度に生活が困難であり、

下記の項目に該当する方です。

1．当該年度の町県民税が非課税世帯に属する保護者で相当の財産を保有していない

者

2．当該年度の町県民税の所得割が非課税世帯（均等割のみの世帯）に属する保護者

で相当の財産を保有していない者

3．学校長又は民生児童委員が、災害や失業等により援助が必要だと認める状態にあ

る者

（2）受けられる援助 （年間額）

1．給食費

2．学用品費

3．新入学児童生徒学用品費

4 ．修学旅行費

2．就学援助費年間支給額

学年により支給品目、金額等は異なります。

支給は、年２回に分けて行います。（９月、３月）

小学校の場合

学年 年間支給額 支給品目

1 年 ８８，０１０円
給食費、新入学学用品費、学用

品費、

2 年から 5 年まで ７０，２８０円 給食費、学用品費、

6 年 ９０，８８０円 給食費、学用品費、修学旅行費

中学校の場合

学年 年間支給額 支給品目

1 年 １０７，２８０円 給食費、新入学学用品費、学用品費

2 年 ８６，５５０円 給食費、学用品費

3 年 １４２，４５０円 給食費、学用品費、修学旅行費



3．就学援助費の申請について

1. 就学援助費の受給を希望する保護者の方は、お子様の在学する小学校・中学校

の担任に申し出て下さい。学校を通して申請書類を提出していただきます。本年 1

月 1 日以降に小海町へ転入された方は、前住所地で発行した所得証明書を添付

して下さい。（中学校の場合には小海町・北相木村、南相木村へ転入された方）

2. 同一世帯で小学校、中学校のどちらにも在学している場合は、必ず小中学校両

方へ申し出て下さい。（どちらかを辞退する時は申し出でください）

3. 年度当初一斉に申請を受け付けますが、年度途中で病気・災害等により経済状

況に変化が生じた時は、その時点で学校へ相談して下さい。

4. 申請書には、お住まいの地区担当の民生児童委員の署名をお願いしております。

署名をして頂き、学校へ提出して下さい。

4．認定について

申請に基づき、教育委員会が調査を行い認定しますが、所得制限等により認定され

ない場合もありますのでご了承ください。また、該当項目の他に民生児童委員に意見

をお聞きすることがあります。

5．その他

1. 不明な点は、学校または小海町教育委員会へお問い合わせください。

2. このお知らせは、毎年度初めに各学校の全家庭に配布します。

小海町教育委員会

小海町北相木村南相木村中学校組合教育委員会

TEL 0267-92-2391

FAX 0267-92-4716

E ﾒーﾙ kyouiku@koumi-town.jp

〒384-1103 (小海町役場内)

長野県南佐久郡小海町豊里５７－１


